
Outcome

（厚労省提出指標）

指標 

期間 各指標の計算式と分母・分子の項目名 分母・分子の解釈 

分子 注射針およびそれに準ずる鋭利な器具による皮膚の損傷か

らの 血液曝露事例件数 分母

収集

期間
１ヶ月毎  

調整

方法
職員・患者問わず  

注射針およびそれに準ずる鋭利な器具による

皮膚の損傷からの血液曝露事例件数 10

・他施設の状況知り比較することで、職員のリスク意識を高め、安全管理をすすめる。 

最小値 0.00  25％値 0.07  中央値0.11  75％値 0.15  最大値 0.26  

（分子：注射針およびそれに準ずる鋭利な器具による皮膚の損傷からの 血液曝露事例件数） 

回答病院 63 

中央値からは、前年0.09→0.11へと増量が見られます。血液曝露の件数は医療行為数と相関します。また、

箱ひげ図でも0.07～0.15‰に現局しほとんどの施設での件数が少ないのも特徴的である。器具による血液曝

露は安全装置付き器具が普及しており、これらの普及率をプロセス指標として捉える必要があります。個別

事象から原因を捉へ手順の遵守状況を知る事も必要です。 

・「民医連中央値」〔及び各病院動向〕の明示・公開自体が、「課題の把握」・「改善活動の推進」につながる可能

性がある。「自院血液暴露事例集」〔2015年～全件／カウント外の病院以外分も漏れなく記載〕については適時

更新し、特記あれば適時各所に配信し、「過去事例の共有化」を促進している。（本間病院） 

指標の意義 

指標の計算式、分母・分子の解釈 

考察 

改善・運用事例など 
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